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第
五
高
等
學
校
五
十
年
史
の
編
纂
は
、
何
の
爲
に
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
。
有
形
に
無
形
に
、
常
に
本
校
の
現
在
に
活
き
て
、

之
を
動
か
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
過
去
を
再
検
討
し
て
、
獣
え
ず
何
等
か

の
新
計
霞

を
樹
立
す

べ
き
未
來

に
對

し
て
、
適
切
妥

當
な
る

資
料
を
提
供
せ
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
過
去
五
十
年
間
の
記
録
な
り
遺
物
な
り
を
、
如
何
な
る
態
度
を
以
て
静
述
す
べ
き

で
あ
る
か
。
編
年
鵠
に
依
る
べ
き
か
、
記
傳
鵠
に
従
ふ
く
き
か
、
史
論
鵠
を
採
る
べ
き
か
、
抑
堂
時
代
別
と
鰯
す
べ
き
か
。
本
書

は
、
そ
の
何
れ
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
、
時
代
に
大
別
し
た
る
後
、
他
の
三
髄
を
併
用
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
正

十
一

年
文

部
省

編
纂

の
學

制
五

十
年

史
の

如
き

は
、

學
制

頒
布

以
前

、
即

ち
明

治
元

年
よ

り
同

五
年

ま
で

を
第

一
期

と
し

。

五
年
の
頒
布
後
同
十
二
年
教
育
令
公
布
ま
で
を
第
二
期
と
し
、
そ
れ

よ
り
同

十
九
年
學

校
令
公
布

ま
で
を
第
三

期
と
し

、
該
令
公
布

後
口

同
一

一
一

十
一

一
・

三
年

頃
、

そ
の

改
正

の
必

要
を

生
じ

た
る

ま
で

を
第

四
期

と
し

、
墨

校
令

改
正

後
同

四
十

年
義

務
年

限
延

長
ま

で

を
第
五
期
と
し
、
延
長
賞
施
後
大
正
十
一
年
ま
で
を
第
六
期
と
し
、
第
六
期
を
更
に
明
治
末
年
と
大
正
と
に
分
け
て
ゐ

る
。

而
し

て

本
校

の
歴

史
は

、
そ

の
第

四
期

以
後

に
相

當
す

る
の

で
あ

る
が

、
學

制
中

特
殊

の
地

位
に

在
る

高
等

學
校

は
、

鞘
堂

そ
の

趣
を

異
に

す
る

の
で

、
明

治
元

年
以

後
學

校
令

公
布

ま
で

を
略

述
し

て
、

之
が

前
提

と
爲

し
、

同
一

一
十

年
、

第
五

高
等

中
學

校
創

立
以

後
同

一
一

十
一
一
年
ま
で
を
、
第
一
期
古
城
假
校
時
代
と
し
，
二
十
一
一
年
九
月
、
新
校
開
校
以
後
、
同
一
一
十
七
年
、
第
五
高
等
學
校
と
改
榊
さ
れ

る
ま

で
を

、
第

一
一

期
新

校
開

校
後

の
第

五
高

等
中

學
校

時
代

と
し

、
同

一
一

十
七

年
改

稽
以

後
、

大
正

七
年

現
行

制
度

制
定

ま
で

を
，
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、
教
育
制
度

と
先
畳

古
城
の
假

校
舎
と
龍

舗の新校

森
文
部
大

臣
の
經
倫

一総峨脚躯
的
に
過
ぎ

ぬず史の奥本
にみば枝
あの本の
ら歴校歴

教
育
は
時

代
に
順
應

し
先
寵
す

る
所
以
で
あ
る
。

廣
義
の
教
育
は
、
人
と
人
と
の
間
に
誉
ま
れ
る
文
化
傳
逵
の
形
式
で
あ
る
が
、
狭
義
の
學
校
教
育
は
、
そ
れ
が
教
育
者
と
被
教
育

者
と
の
間
に
、
有
意
的
に
行
は
れ
る
と
こ
ろ
の
國
家
行
政
の
一
部
で
あ
る
意
味
に
於
て
、
教
育
制
度
の
一
斑
を
察
す
べ
く
、
教
育
制

度
の
創
制
乃
至
改
革
は
、
國
家
行
政
の
當
事
者
、
就
中
蛾
高
責
任
者
の
識
見
に
基
づ
く
。
殊
に
、
高
等
中
學
校
の
出
現
の
如
き
は
、

責
に
本
邦
教
育
史
上
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
本
校
は
、
他
の
四
校
と
共
に
、
そ
の
噴
矢
を
爲
す
も
の
で
あ
れ
ば
、

一
應
高
等
中
學
校
令
の
内
容
と
、
之
が
起
案
者
の
意
圖
と
を
心
得
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
宛
も
卒
然
と
し
て
世
に
現
れ
た
か
の
感
が
あ
．

る
。
第
二
節
に
於
て
、
學
制
の
改
革
と
森
文
部
大
臣
の
經
論
と
題
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
外
な
ら
ぬ
。

凡
そ
學
校
の
創
立
に
際
し
て
は
、
敷
地
を
選
定
し
、
校
舎
の
建
築
を
竣
へ
て
、
然
る
後
開
校
す
る
も
の
と
、
假
校
舎
を
利
用
し
て
、

總
，

説
一一一

そ
れ
を
該
ね
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
各
時
代
の
先
覺
者
は
、
文
化
の
諸
相
を
洞
察
検
討
し
て
、
之
に
順
應
し
、
先
導
せ
し
め
ん
と
し

て
、
教
育
の
制
度
と
機
關
と
を
案
出
す
る
。
是
に
於
て
か
組
織
の
鑓
更
が
生
じ
、
制
度
の
改
慶
が
起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

本
校
の
歴
史
は
、
軍
ｂ
本
校
の
み
の
歴
史
で
は
な
く
、
之
を
犬
に
し
て
は
、
本
邦
教
育
史
の
一
部
と
し
て
、
之
を
小
に
し
て
は
。

高
等
學
校
史
の
一
部
と
し
て
成
り
立
つ
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
更
に
之
を
地
方
的
に
見
れ
ば
、
熊
本
否
九
州
に

於
け
る
教
育
界
の
中
心
を
爲
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
歴
史
は
又
、
時
と
人
と
に
依
っ
て
形
作
ら
れ
る
文
化
の
繼
承
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
、
本
校
設
立
以
前
に
於
け
る
我
が
邦
の
學
校
教
育
を
一
瞥
し
、
そ
の
由
来
を
概
見
す
る
必
要
が
あ
る
。
但
、
遠
き

古
を
察
す
る
の
邊
な
く
、
最
も
關
係
あ
る
時
代
の
そ
れ
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
最
も
深
き
交
渉
を
有
す
る
時
代
と
云
へ
ば
、

固
よ
り
明
治
改
元
後
の
十
九
年
と
な
る
。
こ
れ
第
一
篇
第
一
章
に
於
て
、
本
校
設
立
前
に
於
け
る
明
治
時
代
の
教
育
の
一
節
を
設
く

總
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第
一
一
一
期
第
五
高
等
學
校
前
期
と
爲
し
、
更
に
之
を
改
稀
以
後
同
一
一
一
十
一
一
年
學
校
令
改
正
前
と
、
改
正
後
同
三
十
九
年
工
學
部
分
立
ま

で
と
、
そ
れ
よ
り
大
正
七
年
ま
で
と
に
分
説
し
、
大
正
七
年
以
後
現
在
ま
で
を
、
第
四
期
第
五
高
等
學
校
後
期
と
爲
し
、
各
時
代
に

於
て
特
筆
す
べ
き
事
を
、
な
る
べ
く
年
代
順
に
記
し
、
多
数
の
正
確
な
る
資
料
に
基
い
て
出
來
得
る
限
り
潤
断
と
暖
昧
と
を
避
け

る
積
り
で
あ
る
。
加
之
、
凡
百
を
網
羅
し
て
、
之
を
軍
に
志
料
と
し
て
始
す
よ
り
は
、
寧
ろ
一
議
し
て
本
校
の
全
貌
を
描
い
て
賀
ひ

に
い
と
考
へ
、
章
節
の
如
き
も
な
る
べ
く
之
を
少
く
し
仁
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
地
に
立
ち
で
今
少
し
く
其
艦
的
に
そ
の
内
容
を

生
活
の
記
録
と
し
て
の
歴
史
は
、
繼
績
で
あ
り
連
鎖
で
あ
る
。
故
に
之
を
時
代
に
厘
分
す
る
の
は
、
軍
な
る
便
宜
的
の
も
の
に
過

ぎ
ぬ
。
即
ち
、
高
等
學
校
に
於
け
る
現
行
諸
規
程
は
、
そ
の
大
綱
に
於
て
は
、
大
正
七
年
以
來
の
も
の
で
あ
り
、
高
等
學
校
の
名
稲

と
規
程
と
は
、
明
治
一
一
十
七
年
の
改
革
に
基
き
、
明
治
一
一
十
七
年
の
改
正
は
、
明
治
十
九
年
の
勅
令
竝
に
省
令
の
高
等
中
學
校
創
建

の
當
初
に
、
そ
の
源
を
發
し
て
る
ろ
の
一
事
を
以
て
す
る
も
、
自
ら
分
明
す
る
で
あ
ら
う
。

我
が
第
五
高
等
學
校
は
心
全
國
二
十
有
餘
の
高
等
畢
校
の
一
つ
で
あ
り
、
曾
て
は
又
、
官
立
五
高
等
中
學
校
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

今
は
男
子
の
高
等
普
通
教
育
完
成
を
目
標
と
爲
し
て
ゐ
る
が
、
潮
れ
ば
大
學
豫
科
の
み
の
時
代
が
あ
り
、
専
門
教
育
を
本
艦
と
し
て

大
學
豫
科
附
属
の
時
代
が
あ
り
、
更
に
源
頭
に
測
れ
ば
、
大
學
灘
備
教
育
と
専
門
教
育
の
醤
・
工
學
部
と
を
併
置
せ
る
時
代
が
あ
っ

た
。
こ
れ
即
ち
教
育
な
る
も
の
が
、
時
代
に
順
應
す
る
と
共
に
、
時
代
に
先
駆
す
る
所
以
に
外
な
ら
ぬ
。

教
育
制
度
は
、
先
覺
者
の
方
寸
に
出
づ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
先
覺
者
は
、
時
代
を
認
識
し
、
將
來
を
豫
測
す
る
の
燗
眼
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
時
代
は
過
去
の
文
化
を
経
と
し
、
現
在
の
そ
れ
を
緯
と
し
て
織
り
成
せ
る
も
の
で
あ
り
、
古
今
東
西
の

示
し
て
見
た
い
と
恩
ふ
。



Ｉ
校
風
の
樹

立盛
學
部
の

設
置

地
域
の
贋

考験の創
査と入立

人學賞
物試初

燕》樒峨
な
ら
ず

叉
そ
の
ま
シ
に
し
て
は
使
用
し
難
く
、
何
程
か
の
改
造
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
開
校
に
閥
す
る
生
徒
募
集
に
就
い
て
は
、
相
談

會
協
議
の
結
果
を
本
と
す
る
も
、
應
募
者
の
教
養
茜
だ
そ
の
統
一
を
峡
け
る
と
、
興
畢
の
旨
趣
に
基
づ
い
て
、
心
身
共
に
優
秀
な
る

人
材
を
需
び
る
の
結
果
、
入
學
試
駿
の
如
き
も
、
尋
常
一
様
の
も
の
で
な
く
、
又
、
人
物
考
査
に
於
て
も
、
細
心
の
注
意
を
梯
つ
允

黙
は
、
流
石
に
學
校
當
局
の
深
切
丁
寧
を
多
と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。
而
し
て
學
科
課
程
に
至
り
て
は
、
現
今
と
そ
の
趣
を
異
に
せ
る
黙

も
少
く
な
い
の
で
第
一
一
章
の
第
一
節
を
以
て
、
假
校
舎
、
生
徒
募
集
、
入
學
試
業
、
學
科
課
程
等
と
爲
し
た
の
で
あ
る
。

職
員
の
任
命
と
生
徒
の
入
學
と
を
以
て
、
本
校
は
愈
・
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
が
、
明
治
一
一
十
年
十
一
月
十
四
日
の
入
學
式
は
、

極
め
て
簡
素
に
し
て
、
直
に
授
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
職
員
生
徒
相
與
に
、
自
重
自
戒
、
切
瑳
砥
礪
、
九
州
最
高
學
府
た
る

の
面
目
を
維
持
し
、
精
紳
的
内
容
の
充
實
を
期
し
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
想
儀
に
餘
り
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
一
一

十
一
年
紀
元
の
佳
節
や
、
入
學
式
等
に
於
け
る
意
氣
と
覺
悟
と
は
、
只
管
我
が
校
風
の
樹
立
に
汲
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
而
し
て

當
年
の
意
氣
こ
そ
、
龍
南
精
榊
の
根
源
を
な
す
も
の
で
あ
ら
う
。
第
二
章
の
第
一
一
節
を
、
紀
元
節
・
入
學
式
等
に
現
れ
た
る
校
風
の

樹
立
と
題
し
た
所
以
も
そ
の
爲
で
あ
る
。

嘗
學
部
の
設
置
は
、
本
校
と
殆
ど
同
時
で
は
あ
る
が
、
そ
の
地
が
長
崎
に
在
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
前
身
に
於
て
古
言
歴
史
を

有
し
、
形
式
上
は
、
何
事
も
本
校
の
使
令
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
は
ゐ
て
も
、
實
質
上
は
、
殆
ど
濁
自
的
の
立
場
を
保
持
し
て
ゐ

た
も
の
で
あ
る
。
加
之
、
後
年
分
立
以
後
は
、
全
く
無
關
係
の
も
の
と
な
っ
た
爲
に
、
そ
の
詳
細
は
、
他
日
長
崎
嘗
科
大
學
史
の
編

纂
に
俟
つ
こ
と
と
し
、
本
書
に
於
て
は
、
第
二
章
第
三
節
竝
に
第
一
一
篇
第
一
章
第
四
節
に
そ
の
概
要
を
記
す
に
止
め
た
い
。

一
一
年
の
歳
月
と
、
十
葛
の
資
財
と
を
費
し
て
竣
工
せ
る
寵
南
の
新
校
は
、
そ
の
輪
奥
の
美
に
於
て
も
、
そ
の
内
容
の
塾
へ
る
こ
と

総
説
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本
校
教
育
の
形
式
は
、
既
に
法
規
の
定
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
．
自
餘
の
高
等
中
學
校
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

し
て
も
、
敷
地
校
舎
と
も
に
、
熊
本
縣
・
細
川
侯
及
び
有
志
者
の
寄
附
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
且
叉
、
熊
本
に
は
熊
本
の
好
尚
が
あ

り
、
九
州
に
は
九
州
の
習
俗
が
あ
り
、
創
立
の
當
時
に
於
て
は
、
地
方
民
意
の
暢
逢
と
、
地
方
財
政
の
實
情
と
を
尊
重
し
て
、
入
學

學
科
程
度
よ
り
授
業
料
寄
宿
料
に
至
る
ま
で
地
方
有
力
有
識
者
の
意
見
と
希
望
と
に
印
す
る
目
的
を
以
て
、
九
州
各
縣
よ
り
、
教

育
行
政
竝
に
實
際
教
育
に
闇
係
あ
る
人
々
の
参
集
を
求
め
て
、
腹
藏
な
き
協
議
を
遂
げ
た
こ
と
は
、
今
日
と
大
い
に
そ
の
趣
を
異
に

し
、
官
立
に
し
て
而
も
官
僚
的
形
式
的
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
、
生
き
た
教
育
を
目
指
し
て
ゐ
る
こ
と
か
鏡
は
れ
る
。
是
に
於
て
か
筆

者
は
、
特
に
第
二
章
の
中
に
、
第
四
節
と
し
て
入
學
・
學
科
・
程
度
等
に
關
す
る
相
談
會
な
る
一
節
を
設
け
て
、
そ
の
間
の
事
情

を
聞
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

古
城
の
侭
校
舍
時
代
は
、
僅
に
二
年
に
過
ぎ
ぬ
が
、
該
地
は
陸
軍
所
管
の
も
の
で
あ
り
、
借
用
に
就
い
て
も
度
々
の
交
渉
を
要
し
、

総
説

四

取
敢
へ
す
開
校
し
、
然
る
後
移
鱒
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
而
し
て
本
校
は
、
後
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
古
城
の
侭
校
舎

た
る
、
熊
本
と
し
て
は
、
文
教
史
上
由
緒
深
き
虞
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
敷
地
の
選
定
に
至
っ
て
も
、
多
く
の
候
補
地
が
あ
り
、

各
方
面
よ
り
誘
致
運
動
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
の
龍
山
白
水
の
間
を
決
定
し
た
の
は
、
恂
に
先
見
の
明
が
あ
り
、
百
年
の
大

計
を
樹
立
し
た
も
の
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
至
國
の
學
園
中
、
我
が
龍
南
の
如
き
も
の
が
、
果
し
て
幾
つ
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
少
く

と
も
高
等
學
校
中
に
於
て
は
、
創
立
賞
時
に
在
り
て
は
勿
論
、
現
在
に
於
て
も
、
他
の
追
随
を
溶
き
ね
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
、
天

下
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
第
三
節
に
、
本
校
の
設
立
と
敷
地
の
選
定
と
題
し
て
掲
げ
た
の
は
、
必
ず
し
も
歴
史
的
嘉
賞
の
み
を
計
述

と
も
高
等
學
校
中
に
於
て
は
、
罰

下
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
第
三
鐸

す
る
所
以
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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御
寅
署
の
勅
語
と
勅
語
演
説
を
敬
記
す
る
所
以
で
あ
る
。

か
か
る
間
に
、
本
校
も
、
明
治
一
一
十
五
年
七
月
十
日
を
以
て
、
第
一
同
卒
業
式
を
學
行
す
る
に
至
っ
た
。
卒
業
生
の
数
は
少
い
に

し
て
も
、
本
校
に
在
り
て
は
、
全
く
歴
史
的
の
事
で
あ
っ
た
。
爾
来
年
を
卒
業
式
は
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
創
立
と
共
に
入
學
し
、
五

年
の
間
、
學
業
に
鍛
錬
に
、
將
又
龍
南
會
の
創
設
に
、
常
に
中
心
を
爲
し
て
校
風
の
確
立
に
寄
與
し
た
こ
と
は
、
本
校
の
内
外
を
間

は
す
、
齊
し
く
之
を
認
な
る
所
で
あ
っ
た
。
故
に
學
校
と
し
て
の
卒
業
式
の
み
な
ら
ず
、
後
進
の
主
催
せ
る
還
別
會
の
如
き
も
、
軍

に
其
の
前
途
を
湖
編
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
感
謝
の
至
情
を
遺
憾
な
く
發
揮
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
友
情
の
濃
や
か
な
る
も
の
が
察

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
特
に
第
五
節
と
し
て
、
第
一
同
卒
業
式
と
蓬
別
會
を
略
述
し
て
、
往
年
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
た
い
。

、
■

、
、

明
治
一
一
十
七
年
、
本
校
が
第
五
高
等
學
校
と
改
稀
せ
ら
れ
て
よ
り
、
従
来
の
五
中
は
、
絃
に
五
高
と
略
稀
せ
ら
る
シ
に
至
り
、
以

て
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
改
稲
は
、
本
校
に
在
り
て
は
、
制
度
の
上
に
多
少
の
鍵
化
は
免
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ

の
根
本
趣
意
に
於
て
は
、
専
門
教
育
を
主
鵠
と
し
、
大
學
豫
科
は
第
一
一
義
的
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
ｃ
即
ち
大
正
八
年
現
行
法

の
施
行
せ
ら
る
シ
ま
で
の
間
に
は
、
薔
學
部
の
外
に
工
學
部
ま
で
も
設
置
せ
ら
れ
、
本
校
部
だ
け
が
純
然
た
る
大
畢
豫
科
と
し
て
立

っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
第
一
一
一
章
が
僅
に
五
箇
年
の
歴
史
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
第
一
一
篇
第
一
章
に
、
明
治
一
一
十
八
年
よ
り
大

正
七
年
に
至
る
一
一
十
餘
年
間
の
嘉
賞
を
配
す
る
の
は
、
一
見
如
何
に
も
長
短
輕
重
を
失
す
る
の
嫌
ひ
は
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
又
已

む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
内
容
的
に
庭
分
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

高
等
中
學
校
の
改
稲
は
、
軍
に
名
目
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
時
代
の
推
移
と
、
國
力
の
酒
養
充
實
の
必
要
よ
り
し
て
、
他
日
は
各

高
等
學
校
を
以
て
夫
々
大
學
と
な
さ
ん
と
す
る
の
一
過
程
で
あ
っ
て
鴬
時
世
間
に
は
、
地
方
大
學
の
名
さ
へ
行
は
れ
て
ゐ
た
く
ら

總
読

七

總
読

一ハ

に
於
て
も
、
文
字
通
り
に
九
州
最
高
の
學
府
た
る
に
恥
ぢ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
、
五
葛
一
千
餘
坪
の
地
域
に
至
り
て
は
、
當

時
天
下
に
そ
の
例
少
く
、
従
っ
て
移
韓
開
校
直
後
に
於
け
る
龍
南
は
、
意
氣
正
に
天
を
衝
く
の
慨
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

時
世
の
進
運
に
件
ひ
、
本
校
も
明
治
一
一
十
七
年
を
以
て
、
第
五
高
等
學
校
と
改
稀
せ
ら
れ
、
そ
の
組
織
も
翌
一
一
十
八
年
の
新
學
年
よ

り
鍵
更
せ
ら
れ
た
の
で
、
移
縛
後
改
稲
ま
で
の
五
箇
年
を
、
第
一
一
一
章
新
校
建
築
と
其
後
の
第
五
高
等
中
學
校
と
爲
し
、
そ
の
第
一
節

に
於
て
、
地
域
の
廣
菱
と
建
築
の
偉
観
と
題
し
て
、
九
州
の
雄
校
た
る
所
以
を
明
か
に
し
た
い
と
恩
ふ
。

就
い
て
は
、
一
一
十
年
十
一
月
始
業
こ
の
方
、
鶴
首
麺
望
の
新
校
開
校
式
は
、
熊
本
縣
下
は
固
よ
り
の
直
接
關
係
あ
る
九
州
各
縣
よ

り
も
代
表
的
人
物
を
網
羅
せ
る
鮎
に
於
て
、
實
に
九
州
の
教
育
界
に
於
け
る
聲
期
的
の
も
の
で
あ
り
、
参
列
者
の
感
銘
も
、
一
入
深

き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
第
四
章
第
一
一
節
と
し
て
、
新
校
開
校
式
を
慨
記
し
た
い
。

而
し
て
そ
の
翌
日
よ
り
行
は
れ
た
九
州
各
縣
關
係
代
表
者
の
協
議
會
竝
に
そ
の
後
の
協
議
會
も
、
往
年
行
は
れ
た
相
談
會
以
降
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
新
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
少
し
く
遡
っ
て
ｂ
明
治
一
一
十
一
年
一
一
一
月
廿
一
一
一

日
、
文
部
省
よ
り
訓
令
と
し
て
發
せ
ら
れ
た
商
議
委
員
會
な
る
も
の
よ
り
、
一
一
十
一
一
一
年
以
後
の
協
議
會
竝
に
各
縣
經
覺
分
捲
等
に
言

及
し
て
、
之
を
第
一
一
一
章
第
一
一
一
節
に
一
括
す
る
心
組
で
あ
る
。

本
校
が
剛
健
質
實
を
以
て
標
傍
し
。
敢
て
流
俗
に
同
す
る
こ
と
な
く
、
屹
然
と
し
て
天
下
を
脾
脱
す
る
の
時
、
明
治
一
一
十
三
年
十

月
一
一
一
十
日
を
以
て
、
國
民
の
趨
歸
を
明
か
に
し
、
教
育
の
本
旨
を
示
し
給
へ
る
勅
語
の
、
而
も
御
哀
署
の
勅
語
を
，
一
一
十
四
年

の
一
月
に
奉
戴
し
た
の
は
、
有
難
く
も
、
畏
れ
多
い
こ
と
の
限
り
で
あ
る
。
而
し
て
秋
月
教
授
の
勅
語
奉
讃
と
謹
解
と
嘆
賞
時
本

校
の
み
な
ら
ず
、
縣
下
に
於
て
も
他
の
追
随
を
許
さ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
即
ち
本
校
の
歴
史
に
、
第
一
一
一
章
第
四
節
と
し
て
、Ｉ １
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明
治
天
皇

噸鮴柵紬
で 日
露
戦
争

鵬鵬糺鋤
ま
で
の
龍

南 竪
學
部
の

分
立
と
エ

學
部
の
新

設 日
清
戦
争

賞
時
竝
に

宣
誓
式
施

櫛
繍
時
の

を
恩
へ
ば
、
章
に
教
育
史
上
の
み
な
ら
ず
、
國
運
進
展
の
一
道
程
と
し
て
興
味
あ
る
事
柄
で
あ
ら
う
。
然
る
に
熊
本
高
等
工
業
學
校

も
、
昭
和
十
一
年
の
秋
を
以
て
、
創
立
一
一
一
十
周
年
を
迎
へ
て
盛
大
な
る
祗
典
を
學
げ
、
之
を
記
念
と
し
て
沿
革
史
の
編
纂
も
企
て
ら

れ
、
近
く
そ
の
刊
行
を
見
る
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
木
綿
に
は
極
め
て
簡
軍
に
記
し
て
置
く
積
り
で
あ
る
。

北
兇
露
國
に
對
し
て
、
敢
然
鋒
を
執
っ
た
征
露
の
戦
は
ｂ
日
清
役
と
同
様
に
、
全
く
正
義
の
爲
の
聖
戦
で
あ
り
、
而
し
て
未
だ
曾

て
正
義
に
敵
し
得
る
も
の
な
き
が
如
く
、
贋
懲
の
目
的
は
遂
に
達
せ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
大
敵
を
屠
る
ま
で
に
は
、
戦
場
の
勇
士

も
、
銃
後
の
國
民
も
、
具
に
幾
辛
酸
を
嘗
め
た
こ
と
か
。
．
旅
順
の
開
城
や
、
日
本
海
海
戦
や
、
奉
天
會
戦
に
際
し
て
、
國
民
の
感
激

感
謝
は
、
到
底
筆
舌
の
議
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
而
し
て
そ
の
感
激
と
感
謝
と
が
、
龍
南
人
に
如
何
な
る
形
を
以
て
現
れ
た
か

を
知
る
の
も
、
張
ち
無
用
の
業
で
は
な
い
と
恩
ふ
。
然
ｂ
而
し
て
戦
捷
の
意
氣
は
、
．
や
が
て
叉
戦
後
の
弛
緩
を
も
件
ひ
易
い
。
國
民

精
紳
の
弛
緩
は
，
感
受
性
に
富
め
る
青
年
子
弟
に
も
免
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
第
六
節
日
露
戦
争
賞
時
よ
り
明
治
末
年
ま
で
の
龍
南
あ

不
世
出
の
聖
天
子
明
治
天
皇
御
不
例
の
報
一
度
傳
は
る
や
、
全
土
俄
に
闇
雲
に
ま
さ
れ
、
御
平
癒
訴
願
の
赤
誠
は
、
津
を
浦
ん

に
及
ん
だ
。
而
も
途
に
再
び
起
ち
給
は
す
、
長
へ
に
称
去
り
ま
す
や
、
國
民
の
悲
歎
と
失
望
と
は
、
其
の
極
に
達
し
た
。
御
大
葬
の

御
儀
の
際
に
於
け
る
本
校
の
遥
拝
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
桃
山
御
陵
参
拝
や
、
御
大
典
御
跡
拝
観
等
の
旅
行
も
、
空
前
の
こ
と
で
あ

る
。
而
し
て
遥
拝
式
の
模
様
に
就
い
て
は
、
學
校
の
記
録
も
あ
り
、
龍
南
會
雑
誌
の
記
事
も
あ
る
が
、
御
陵
参
拝
に
關
し
て
は
、
龍

南
會
雑
誌
に
擦
る
の
外
な
く
、
御
跡
拝
観
の
事
に
至
っ
て
は
、
そ
れ
す
ら
な
い
の
は
尤
も
遺
憾
と
す
る
。
而
し
て
明
治
帥
宮
御
造
警

の
際
に
於
け
る
獣
木
は
、
軍
ｂ
本
校
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
關
係
あ
る
事
と
し
て
、
第
七
節
に
附
記
し
て
置
く
筈
で
あ
る
。

総
説

九

を
知
る
の
も
、
狙

精
帥
の
弛
緩
は
、

る
所
以
で
あ
る
。

総
説

八

ゐ
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
専
ら
時
の
文
部
大
臣
井
上
毅
子
の
識
見
に
出
で
た
も
の
で
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
且
叉
、
高

等
學
校
の
制
度
の
改
革
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
幾
多
の
識
者
に
依
っ
て
企
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
井
上
子
の
意
圖
は
、
必
ず
し
も

悉
く
賞
現
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
は
云
へ
、
非
凡
な
る
識
見
の
顯
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
、

本
章
に
は
第
一
節
と
し
て
、
改
稲
の
経
緯
と
井
上
文
部
大
臣
の
抱
負
を
考
察
し
て
見
た
い
と
老
へ
る
。

時
恰
も
園
を
蕊
げ
て
の
日
清
戦
孚
の
頃
で
あ
り
、
國
民
全
般
に
亙
っ
て
、
國
家
観
念
と
民
族
意
識
と
が
、
い
や
が
上
に
も
願
現
し

た
結
果
、
純
眞
な
る
青
年
子
弟
に
も
、
深
甚
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
さ
り
な
が
ら
、
第
一
一
一
高
等
學
校
の

大
學
豫
科
が
慶
止
せ
ら
れ
て
、
多
く
の
生
徒
が
來
ｂ
加
は
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
該
校
の
關
係
地
方
の
一
部
も
、
本
校
の
厘
域
に
編

入
せ
ら
れ
、
三
十
年
以
後
は
、
厩
域
を
撤
魔
さ
れ
た
結
果
、
在
来
の
本
校
が
、
主
と
し
て
九
州
地
方
の
生
徒
で
あ
っ
た
の
に
、
俄
に

全
國
的
と
な
り
、
爲
に
鱗
に
都
市
の
風
習
が
加
は
ｂ
、
物
質
文
明
誕
歌
の
風
潮
と
相
俟
っ
て
、
校
風
に
著
し
き
愛
化
を
來
し
、
そ
れ

が
爲
に
、
入
學
に
際
し
て
宣
誓
式
を
墨
行
し
、
禁
酒
を
勵
行
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
結
果
の
可
否
は
兎
に
角
、
鴬
時
に
於
て
は
、
事

傭
已
む
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
端
的
に
申
せ
ば
、
宣
誓
式
實
施
當
時
の
龍
南
は
Ｙ
除
り
芳
ば
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
事
寳

で
あ
る
が
、
章
に
之
を
以
て
本
校
の
み
と
見
る
こ
と
は
敢
て
徴
ら
ぬ
。
而
し
て
第
一
一
節
を
日
清
戦
箏
當
時
の
龍
南
、
第
一
一
一
節
を
宣
誓

式
施
行
前
後
の
龍
南
と
題
し
た
の
は
、
｜
面
に
は
、
美
黙
長
所
を
願
場
す
る
と
共
に
、
又
一
面
に
峰
そ
の
間
の
消
息
を
鏡
は
ん
と

す
る
も
の
に
外
な
ら
ず
．
且
、
明
治
一
一
一
十
一
一
一
年
學
校
令
の
改
正
に
件
ふ
學
科
課
程
等
を
も
掲
げ
て
置
き
た
い
。

餅
期
に
於
け
る
欝
學
部
の
分
立
と
、
工
學
部
の
新
設
と
は
、
相
當
重
大
な
事
實
で
あ
る
。
而
し
て
一
一
學
部
が
、
今
で
は
夫
ん
長
崎

醤
科
大
學
と
熊
本
高
等
工
業
學
校
と
な
り
、
共
に
天
下
に
重
き
を
な
し
つ
シ
あ
る
が
、
嘗
て
は
何
れ
も
本
校
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
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三
十
周
年

記
念
の
行

事
と
事
業

概時台天下皇
況の臨皇へ大
本と￣今子
校衞の上殿

現
行
制
度

“》珈蝋

今
上
陛
下

榊蜥鵬と

第
十
三
臨

鵬臓唄織
置思
想
界
の

推
移
と
龍

南
人

模
様
を
偲
び
奉
り
た
い
と
老
へ
る
。

新
校
開
校
以
來
、
記
念
の
式
典
は
、
十
月
十
日
を
卜
し
て
、
年
毎
に
行
は
れ
て
来
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
特
に
三
十
周
年
記
念

の
み
を
本
章
の
第
一
一
一
節
と
し
て
掲
げ
て
見
た
い
の
は
、
そ
の
式
典
が
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
に
比
し
て
盛
大
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
，
未
だ
同
窓
會
は
な
く
と
も
、
卒
業
生
に
微
を
飛
ば
し
て
醜
賢
を
募
り
、
各
種
の
記
念
行
事
と
事
業
と
を
途
行
し
、
今
に
そ
れ
が

遣
っ
て
居
り
、
尚
將
來
に
傭
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
式
典
の
際
に
於
て
爲
さ
れ
た
學
校
長
の
報
告
も
さ
る

総
説

一
○

大
正
改
元
後
の
七
年
間
に
は
、
こ
の
外
、
大
正
四
年
十
一
月
十
日
の
御
即
位
禮
奉
祇
式
、
翌
五
年
十
一
月
三
日
の
立
太
子
禮
奉
駅

式
等
を
始
と
し
て
寄
宿
舎
及
び
事
務
室
の
改
築
，
生
徒
集
會
室
の
移
築
、
御
眞
影
奉
安
所
の
新
築
等
の
外
、
選
抜
試
駿
規
程
の
改

正
等
も
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
第
八
節
に
は
、
宮
中
關
係
の
行
事
だ
け
を
記
す
こ
と
と
し
た
。

現
行
制
度
が
施
行
せ
ら
れ
た
の
は
、
大
正
八
年
の
こ
と
で
、
爾
來
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
、
第
二
篇
第
二
章
を
、
第
五
高
等
學

校
後
期
と
し
た
が
、
現
行
制
度
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
に
僕
幾
多
の
経
緯
が
あ
る
。
即
ち
、
従
来
の
大
學
豫
科
は
。
前
年
を
以
て
了

ｂ
、
こ
の
年
か
ら
高
等
普
通
教
育
の
完
成
を
目
的
と
し
、
併
せ
て
國
民
道
徳
の
徹
底
を
圖
る
こ
と
と
な
り
、
一
部
・
二
部
・
三
部
の

名
目
を
庭
し
て
、
新
に
文
科
・
理
科
と
爲
し
、
夫
為
の
學
科
課
程
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
本
章
の
第
一
節
は
、
之
を
現
行

制
度
施
行
の
事
情
と
改
正
の
内
寒
と
題
し
て
、
そ
の
邊
の
消
息
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
當
期
の
初
め
に
於
て
、
第
一
に
特
筆
護
記
す
べ
き
こ
と
は
、
大
正
九
年
三
月
三
十
一
日
の
皇
太
子
殿
下
の
行
啓
で
あ
る
。

假
令
御
微
行
と
は
云
へ
、
又
、
宮
殿
下
の
台
臨
は
、
以
前
に
も
屡
旦
あ
っ
た
が
、
皇
太
子
殿
下
の
行
啓
を
仰
ぎ
、
親
し
く
本
校
の
教

育
情
況
を
台
覧
に
供
し
奉
る
の
は
、
恂
に
有
難
き
極
み
屯
あ
っ
た
。
故
に
第
一
一
節
皇
太
子
殿
下
の
行
啓
の
一
節
を
設
け
て
そ
の
御

前
述
の
如
く
、
當
期
に
於
け
る
特
徴
は
、
思
想
上
の
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
全
國
的
な
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
事
象
の

一
部
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
五
十
年
の
歴
史
を
顧
み
る
時
、
未
だ
曾
て
そ
の
類
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
故

に
先
づ
我
が
邦
に
於
け
る
思
想
界
の
推
移
を
略
述
し
、
本
校
に
於
け
る
影
響
と
事
件
と
に
及
ぶ
筈
で
は
あ
る
が
、
中
に
は
其
龍
的
に

記
す
こ
と
は
、
種
々
の
支
障
を
感
ず
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
等
に
就
い
て
は
、
極
め
て
抽
象
的
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し

總
説
、

一
一

し
て
置
き
た
い
と
恩
ふ
。

大
正
九
年
よ
り
昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
今
上
陛
下
の
行
幸
ま
で
は
、
十
年
の
歳
月
を
閲
し
、
そ
の
間
に
於
て
記
す
べ
き
こ
と

は
、
塁
校
長
の
交
替
を
始
め
と
し
て
決
し
て
少
く
な
児
さ
り
な
が
ら
、
主
と
し
て
思
想
界
の
影
響
を
蕊
つ
た
問
題
が
多
い
の
で
、

之
を
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
第
一
一
一
節
の
次
に
は
、
直
に
今
上
陛
下
の
行
幸
と
御
親
閲
と
を
護
記
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
天
皇
陛

下
の
行
幸
を
添
う
し
た
時
の
恐
濯
と
感
激
と
歓
喜
と
は
、
禿
筆
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
、
殊
に
、
東
宮
に
在
し
た
頃
の
行
啓
を
も
仰

い
だ
の
は
、
何
物
の
幸
幅
か
之
に
若
く
も
の
が
あ
ら
う
。
而
し
て
當
日
畏
く
も
天
覧
に
供
し
奉
っ
た
本
校
の
現
況
に
就
い
て
は
之

を
省
略
し
て
、
第
七
節
の
現
況
に
於
て
略
述
し
た
い
。

第
十
三
臨
時
教
員
養
成
所
の
設
置
は
、
昭
和
五
年
四
月
で
あ
っ
て
、
陛
下
行
幸
以
前
の
こ
と
に
属
し
、
且
、
そ
の
性
質
も
年
限

も
乃
至
員
數
も
、
之
を
嘗
學
部
及
び
工
學
部
の
比
で
は
な
い
が
、
共
に
行
幸
と
御
親
閲
と
を
仰
ぎ
、
授
業
も
本
校
教
官
に
依
っ
て
行

は
れ
た
こ
と
は
、
寧
ろ
瞥
學
部
よ
り
も
深
い
關
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
本
章
の
第
五
節
と
し
て
そ
の
概
略
を
記

と
し
た
い
。

こ
と
な
が
ら
、
同
年
春
の
東
宮
殿
下
行
啓
の
折
に
言
上
し
奉
っ
た
も
の
か
、
極
め
て
要
を
得
て
ゐ
る
の
で
、
之
を
前
節
に
譲
る
こ
と



龍
南
會
の

今
昔

寄
宿
舎
の

五
十
年

況本年開
校式校
の典五
慨と十

柵
年
沿
革

任
命
順
職

員
一
覧
表

と
索
引
．

補
遺
一
束

現
在
は
過
去
の
繼
績
で
あ
り
、
瞬
時
に
し
て
過
去
と
な
る
。
故
に
五
十
年
の
歴
史
を
述
べ
て
現
況
を
記
さ
な
い
の
は
、
首
尾
一
貫

を
欲
く
の
感
が
あ
る
。
而
も
本
書
刊
行
の
企
は
、
開
校
五
十
年
を
記
念
せ
ん
が
篤
で
あ
れ
ば
、
職
も
現
在
的
な
る
そ
の
式
典
を
記
し

て
置
く
べ
き
責
任
さ
へ
擬
え
る
。
卒
直
に
申
せ
ば
、
本
校
の
現
況
と
言
っ
て
も
、
昭
和
十
一
一
年
四
回
現
在
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
、

種
々
の
黙
に
於
て
不
便
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
中
に
は
不
可
能
の
事
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
本
校
の
現
況
と
開
校
五
十
年
式
典
と
題

す
る
第
七
節
は
、
斯
か
る
見
地
に
立
ち
た
い
と
老
へ
る
。

寄
宿
舎
の
起
源
は
、
遠
く
古
城
時
代
に
始
ま
り
、
新
校
移
縛
の
後
、
習
畢
祭
と
名
づ
け
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
寮
史
の

編
纂
は
、
着
手
以
来
既
に
七
・
八
年
を
閲
し
、
愈
僖
近
く
刊
行
の
筈
で
数
百
頁
を
費
す
と
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
第
三
篇
の
第

一
章
に
纏
め
て
記
す
こ
と
は
、
微
力
の
龍
く
す
る
所
で
は
な
い
。
故
に
本
章
に
於
て
は
、
主
と
し
て
規
則
を
経
と
し
、
龍
南
一
含
雑
誌

の
記
事
を
緯
と
し
て
、
規
則
の
鍵
更
を
通
し
て
そ
の
生
活
を
推
測
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
第
二
篇
第
一
章
第
一
一
節
・
同
第
六

節
乃
至
第
二
章
第
六
節
を
併
せ
老
ふ
れ
ば
、
中
ら
か
と
雌
も
遠
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

校
友
會
た
る
龍
南
會
は
、
固
よ
り
生
徒
を
本
鵠
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
會
長
各
部
長
に
は
、
夫
々
校
長
諸
教
授
を
嘗
て
、
そ

の
他
の
職
員
も
、
悉
く
特
別
會
員
た
る
以
上
，
本
校
の
歴
史
に
必
要
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
一
一
一
一
二
ま
で
も
な
い
。
而
も
そ
の
創
立

は
明
治
一
一
十
四
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
間
に
於
け
る
嘉
賞
を
第
三
篇
第
二
章
に
記
し
去
る
こ
と
は
、
殆
ど
恩
ひ
も
よ
ら
ず
、
校
史

と
は
別
に
、
龍
南
會
史
と
し
て
編
述
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故
に
若
し
例
へ
ぱ
、
来
る
昭
和
十
六
年
創
立
五
十
周
年
を
期
し

で
疑
史
に
類
す
る
も
の
が
、
生
徒
の
間
に
於
て
企
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
せ
ば
。
本
章
の
如
き
は
之
を
省
略
し
て
然
る
べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
未
だ
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
な
い
の
で
已
む
を
得
ず
第
一
節
に
於
て
、
龍
南
會
の
成
立
と
龍
南
會
雑
誌
の
創
刊

に
就
い
て
略
述
し
・
第
二
節
に
於
て
寵
南
會
の
傳
承
を
略
記
し
て
見
た
い
と
老
へ
る
。

以
上
を
以
て
吾
校
の
全
貌
を
一
通
り
記
し
了
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
編
纂
の
鵠
裁
上
、
當
然
記
す
べ
き
こ
と
に
し
て

記
し
難
い
こ
と
が
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。
故
に
之
が
遺
漏
を
補
足
す
る
爲
に
、
第
四
節
第
一
章
を
補
遺
と
し
て
例
へ
ば
、
各
殿
下

の
台
臨
、
帽
章
と
白
線
、
修
學
旅
行
、
栽
樹
會
、
門
札
と
ポ
ス
ト
、
カ
ッ
タ
ー
、
私
的
の
諸
會
、
来
校
の
名
士
・
金
品
の
寄
附
、
紋

別
式
、
プ
ー
ル
、
對
七
高
戦
孚
等
を
、
断
片
的
に
書
留
め
て
置
き
た
い
。

次
に
第
一
一
章
に
於
て
、
歴
代
學
校
長
と
教
職
員
に
及
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
學
校
長
も
現
校
長
ま
で
既
に
十
代
を
數
へ
、
教
職
員
に

至
り
て
は
、
履
歴
書
だ
け
で
も
、
其
数
七
百
に
達
し
、
到
底
記
し
議
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
人
も
、
丈
夫
は

棺
を
蓋
う
て
事
方
め
て
定
ま
る
，
と
曰
つ
犬
や
フ
に
、
現
存
の
人
ん
を
述
べ
る
こ
と
は
、
卿
か
徴
を
失
す
る
嫌
ひ
も
あ
る
の
で
、
熟

慮
に
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
、
之
を
任
命
順
一
覧
表
に
し
て
示
し
た
る
後
、
索
引
を
附
け
た
い
と
思
令
又
、
勤
績
の
年
凹
は
短
く
と

も
、
學
術
に
思
想
に
、
大
い
な
る
感
銘
を
與
へ
た
人
も
あ
り
、
在
職
中
は
き
ま
で
箸
れ
す
、
本
校
を
去
っ
て
後
、
不
朽
の
名
を
垂
れ

て
ゐ
る
人
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
等
の
人
々
を
格
別
に
記
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
本
書
編
纂
の
趣
旨
に
添
ふ
こ
と
に
も
な
ら
ぬ
。
若
し

夫
れ
卒
業
生
在
校
生
に
至
り
て
は
、
本
校
一
覧
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
絃
に
列
筆
す
る
の
賛
を
避
け
た
い
。

然
る
に
本
書
の
如
く
、
學
校
至
髄
に
關
す
る
も
の
に
も
、
複
雑
微
妙
を
極
め
、
限
り
あ
る
紙
数
に
細
大
漏
き
ず
列
暴
す
る
こ
と
の

困
難
と
煩
雑
と
を
畳
え
る
が
、
さ
れ
ば
と
云
っ
て
、
編
年
鶴
を
無
脱
す
る
こ
と
も
到
底
忍
び
な
い
の
で
、
筆
者
が
嚢
に
五
十
年
式
典

總
溌

一一一一

ｚ
巳
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て
改
稀
後
期
の
鯵
末
と
し
て
、
本
校
の
現
況
を
記
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
章
第
三
節
の
例
に
倣
ひ
、
之
を
次
節
に
譲
る
こ
と
と
す ’
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五
高
同
窓

倉
と
開
校

鰄鮒年記

總
読

一
四

の
爲
に
、
第
五
高
等
學
校
一
覧
に
基
い
て
編
述
せ
る
第
五
高
等
學
校
沿
革
略
を
本
と
し
、
更
に
増
補
改
訂
を
加
へ
て
、
編
年
沿
革
略

と
題
す
る
一
文
を
第
一
一
一
章
と
爲
し
、
以
て
本
書
の
短
を
幾
分
な
り
と
補
ひ
た
い
と
老
へ
る
。

最
後
に
、
開
校
五
十
年
記
念
會
な
る
も
の
は
、
五
高
同
窓
會
を
中
心
と
し
て
發
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
五
高
同

窓
會
は
、
そ
の
歴
史
に
於
て
新
し
く
と
も
、
一
室
は
該
本
校
の
歴
史
を
形
作
っ
た
主
龍
で
も
あ
れ
ば
、
之
が
成
立
の
由
来
と
継
承
と
を

明
か
に
し
、
併
せ
て
開
校
五
十
年
記
念
會
の
内
容
を
記
し
て
置
く
こ
と
は
、
實
行
委
員
の
一
人
と
し
て
の
義
務
で
も
あ
り
、
且
は

又
、
他
日
今
後
の
校
史
編
纂
の
参
考
誓
料
と
も
な
ら
う
か
と
考
へ
、
附
録
と
し
て
、
五
高
同
窓
會
と
開
校
五
十
年
記
念
會
の
一
篇
を

加
へ
て
、
本
稿
を
了
り
た
い
と
息
ふ
の
で
あ
る
。
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